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制度の所管・
関係官庁

0720010
開発区域内の
公共施設の変
更許容と貸与

国有財産法
第９条の５

　各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につい
て、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じ
た効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処
分を行わなければならない（国有財産法第９条の５）。

Ｃ －

　開発区域内における道路法・河川法の適用を受ける道路敷・水路敷の
付替手続においては、用途廃止された国有地は財務省に引き継がれるこ
となく、これらの法律に基づく交換処分が行われることとなっていることか
ら、当該公共施設の管理者である国・地方公共団体が所掌する事項であ
る。
　また、機能を有している法定外公共物に対する要望であれば、静岡県に
おいては国有財産特別措置法第５条に基づきすべての市町村へ当該公
共物の譲与を完了しているところであり、当該市町村が所掌する事項であ
る。
　なお、公共施設管理者が公共施設の用途を廃止し、将来的にも従来の
公共施設の代替用地が必要でないと判断した場合で、国有財産として存
置する必要があるときには、財務省が用途廃止された国有地を引き継ぐ
ことになるが、開発業者が物件特定（境界特定・測量）を実施せず引き継
ぐことについては、開発区域内の土地の所有関係が不明確となることか
ら、不適当であると考える。

Ｃ － Ｃ －
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開発区域内に包括される公共施設は、
公共施設の機能を妨げない限度で相
当の代替用途を確保することをもって、
開発事業者が公共施設の位置や形状
を変更し、これを借用することができる
ものとすること。

　都市計画法に基づく開発行為において、開発コス
トを軽減し、迅速な開発完了をめざす。これによって
開発行為の結果物の受益者の利便と経済性をも図
る。
　具体的には、開発行為の申請区域内に包括される
公共施設（主として道路敷と水路敷）であっても、代
替用途を確保して機能を維持することを条件に、開
発事業者による位置や形状の変更を認め、これを公
共施設として存続させ、公共施設の管理者から借用
できるものとする。
　これにより、既存の公共施設の効用（社会資本）を
維持しつつ、開発費用を抑えることができる。

株式会社ア
イエイアイ

財務省
国土交通省

0720020

神奈川県内平
塚市、大磯町、
二宮町（平塚保
健福祉事務所
管内）における
精神障害者の
社会的入院者
の、退院促進お
よび自立支援
するため国有財
産を活用する提
案

国有財産法
第１８条

　国の財産は、法律に基づく場合を除くほか、適正な対価
（時価）なくして譲渡し若しくは貸し付けてはならない。
　行政財産は、売払い、貸付等を行うことはできない。ただ
し、行政財産の用途・目的を妨げない限度において、行政
財産の使用収益を許可することができるが、使用収益の
許可をする場合の対価（使用料）は、法律に特別の定め
がない限り時価でなければならない。

Ｃ －

　構造改革特別区域基本方針（H18.2.17閣議決定）において、「従来型の
財政措置による支援措置を講じることに期待するのではなく、「自助と自
立の精神」をもって「知恵と工夫の競争」を行うことにより、地域の特性に
応じた特区構想を立案することが期待される」とされているところ。
　これに対し、本提案は、新たに無償貸付の対象の追加を求めるものであ
り、従来型の財政措置による支援措置を求めるものであることから、検討
要請の対象とはなり得ない。

法務省の宿舎について
は用途廃止の上、普通財
産として財務省に引き継
がれることとなるようだ
が、普通財産であれば提
案内容を実現できない
か、右提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し回答
されたい。

法務省所管の職員住宅が行政財
産から普通財産に振り返られたの
でぜひ活用させてほしい。

Ｃ －

　普通財産は、売却可能なものは極力売却し、財政収入に充てることとし
ており、これを売払い又は貸し付ける場合には、法律に基づく場合を除く
ほか、適正な対価（時価）により行うこととなる。
　構造改革特別区域基本方針（H18.2.17閣議決定）において、「従来型の
財政措置による支援措置を講じることに期待するのではなく、「自助と自
立の精神」をもって「知恵と工夫の競争」を行うことにより、地域の特性に
応じた特区構想を立案することが期待される」とされているところ。
　これに対し、本提案は、新たな譲与又は無償貸付の対象を追加し、財政
負担を求めることとなるものであることから、検討要請の対象とはなり得な
い。

貴省回答によると「普通財産は、売却可
能なものは極力売却し、財政収入に充
てることとしており、これを売払い又は貸
し付ける場合には、法律に基づく場合を
除くほか、適正な対価（時価）により行う
こととなる。」とあるが、ここで言う「法律
に基づく場合」とは具体的にどのような
場合か、回答されたい。また、提案内容
を実現するために適用できる法律があ
れば、ご教授願いたい。
適用できる法律がない場合には、特例
措置もしくは地域再生の支援措置として
提案内容を実現できないか、右提案主
体の意見も踏まえ、再度検討し回答され
たい。
なお、当該提案は、既に存在し行政目
的のなくなった国有財産について有効
活用を図ろうとするもので、新たな財政
負担を求めるものではない。

国民の感覚から、H18,217閣議
決定で、精神障害者の７万人余
の社会的入院者などの住宅供
給であるならば、仮に従来型の
財政支援措置を求めるべきもの
でなくとも、遅れた精神障害者
の社会福祉支援のためであれ
ば特別措置としての特区認定を
しても批判の出るところではな
いと思量する。

Ｃ －

　政府としては、現下の厳しい財政事情を踏まえ、国有財産で売却可能なものは極力売却し、
財政収入に充てることとしているところ。本提案のうち普通財産の無償貸付を求める内容につ
いては、新たに財政上の優遇措置を求めるものであり、構造改革特別区域基本方針（H18.2.17
閣議決定）において、「従来型の財政措置による支援措置を講じることに期待するのではなく、
「自助と自立の精神」をもって「知恵と工夫の競争」を行うことにより、地域の特性に応じた特区
構想を立案することが期待される」とされていることを踏まえると、検討要請の対象となり得な
い。

　なお、本提案内容に関連する制度として、まず、国有財産特別措置法第３条に基づき減額譲
渡又は減額貸付を行うことがある（社会福祉法第58条第１項の規定により助成を受けることが
できる場合において社会福祉法人が社会福祉施設の用に供するとき減額譲渡、減額貸付を行
うことができる）。更に、適正な対価があれば、国有財産法第20条、財政法第９条に基づき、普
通財産は貸付、譲渡を行うことができる。ただし、法律上、こうした取扱いが可能であるものの、
行政目的のなくなった国有財産については、公用・公共用利用優先の原則から、地方公共団体
や公益法人等から取得要望を徴し、公共性等を踏まえた審査により処分先が決定されることと
なる。

　また、上記のほかに、適正な対価（時価）によらず普通財産を売り払い、又は貸し付けられる
場合については、(1)国有財産法第22条（無償貸付）、(2)国有財産特別措置法第２条（無償貸
付）、(3)国有財産法第28条（譲与）、(4)国有財産特別措置法第５条（譲与）、(5)国有財産特別
措置法第６条の２（譲与）の規定 がある。
　このうち(1)の無償貸付の対象、(3)、(4)、(5)の譲与の対象は地方公共団体等、代替施設設置
者又は寄附者に限られている。また、(2)の無償貸付の対象には社会福祉法人が含まれている
が、社会福祉法人の社会福祉施設のうち、当該施設を利用するに当たって、行政主体の行為
（措置、サービス実施の委託など）が介在する施設が無償貸付の対象となっている。
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遊休（空き）国有財産の活用による社
会福祉法人への払い下げまたは無償
貸与によりグループホーム運営を図
る。もって精神障害者の社会的入院者
および家族からの自立を促進する。

平塚市内にある法務省の職員宿舎・土地および国
土交通省の土地・職員宿舎、 厚生労働省の雇用促
進住宅（i職員宿舎）を無償等で借受してグループ
ホームを運営し、社会的入院者の退院促進や精神
障害者の自立促進を図る。

社会福祉法
人アルタイ
ル

財務省
国土交通省
厚生労働省

法務省

0720030

廃校施設のより
一層の有効活
用を促進するた
めの国庫納付
金の算定方法
の改善について

補助金等に
係る予算の
執行の適正
化に関する
法律第22
条、同施行
令第13条、
第14条

補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定
める財産（不動産等）は、各省各庁の長の承認を受けず
に補助金等の交付目的に反して使用、譲渡、交換し、貸し
付け等をすることはできない。ただし、補助金等の全部に
相当する金額を国庫納付した場合及び各省各庁の長が
定める期間を経過した場合は、この限りではない。

D

補助金等により取得した財産の補助目的外への転用については、政令で
定める解除要件に該当する場合のほか、各省各庁の長の承認があれば
可能であることから現行法令において対応可能である。
なお、財務省は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を所
管しているが、個別の補助金等については、法律上、各省各庁の長の権
限により運用が行われているところである。

D D
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認定を受けた地域再生計画に基づき補
助対象資産である廃校施設を譲渡する
場合、国庫納付額の算定に当たり、そ
の譲渡価格の範囲内で納付するよう、
算定方法を改善いただきたい。
①算定式による国庫納付額（Ａ）≦譲渡
価格（Ｂ）
　　算定式のとおり、所定の金額（Ａ）を
国庫納付
②算定式による国庫納付額（Ａ）≧譲渡
価格（Ｂ）
　　譲渡価額（Ｂ）の範囲内で国庫納付

本道において、廃校施設の有効活用が緊急かつ重
要な課題となっているが、一定程度公共施設の整備
が進んだことから、民間による活用も積極的に検討
しなければならない状況におかれている。
他方、現行制度上、民間への譲渡は国庫納付金が
必要となるが、その算定方法は市場価格を考慮した
ものではないことから、譲渡価格を上回る国庫納付
金を求められることもあり、廃校施設の有効活用を
阻害することが懸念される。
このため、民間による廃校施設の有効活用をより一
層促進する観点から、地域再生計画の認定を条件と
した上で、国庫納付金の算定方法の改善を求めるも
のである。

北海道
財務省

文部科学省

0720040
補助金等の交
付決定取消の
適用除外

補助金等に
係る予算の
執行の適正
化に関する
法律第17条

各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用
途への使用等をしたときは、補助金等の交付決定の全部
又は一部を取り消すことができる。

C Ⅰ
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条の規定に基づ
く補助金等の交付決定取り消しの適用除外措置については、補助金等に
係る予算の適正な執行を担保する観点から不可。

右提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答さ
れたい。

今回指摘の「補助金等に係る予算
（交付金）の適正な執行を担保する
観点」とは「補助金等の交付の目的
に反する使用を防止する観点」と考
えられるが、そのような場合であっ
ても法第２２条により「各省各庁の
長の承認」により補助対象財産の
転用が現在、認められている（「提
案理由」参照）。本提案は同様の手
続を代替措置に補助対象「基金」に
ついても他用途への転用を可能に
しようとするものである。補助金所
管省庁が、補助金交付時点と現時
点の状況変化、基金の使途拡大に
伴うメリットなどの状況から個々に
基金転用の可否を判断すれば、法
第２２条の手続同様「補助金等に係
る予算（交付金）の適正な執行」は
担保される。

D

財務省は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を所管して
いるが、補助事業等により取得した財産の処分については、同法上、各省
各庁の長の権限において行なわれているところである。

貴省回答によると、「補助事業等により
取得した財産の処分については、同法
上、各省各庁の長の権限において行な
われているところである。」とのことだ
が、地方自治体が国からの交付金によ
り造成した基金も「補助事業等により取
得した財産」と解して良いのか、右提案
主体の意見も踏まえ、再度回答された
い。

①本件提案に関する、いわゆ
る”基金”は、補助金適正化法
第２２条の「補助事業等により
取得した財産」には該当しない
と認識している。②この度、「措
置の分類」で"Ｄ（現行規定によ
り対応可能）"との回答である
が、具体的に現行規定のどの
条文が適用され、どの様な手続
により対応できるのか教授いた
だきたい。

D
補助金等により造成された基金が有効に活用されていない場合等については、通常、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第4条に規定の基づく事業完了後条件によ
り、その取扱いが定められている。
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補助金を財源に造成した基金の使途を
拡大した場合、補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する法律第１７条
（決定の取消）に該当し交付金返還の
事態も想定されるが、本規定を適用し
ない特例を設ける。

　新潟県では、電力移出県等交付金（経済産業省）
を財源として企業立地資金貸付事業を行うための基
金を造成（Ｓ５７～Ｈ４、３３．５億円）した。その後の
経済環境の変化により貸付事業は低迷している状
態であり、基金が有効に活用されているとは言い難
い。そこで本基金の財源である電力移出県等交付
金の趣旨も考慮の上、誘致企業に対する支援強化
を図る観点から本基金の使途に「誘致企業に対する
補助金」を追加し、補助金の財源とするため一般会
計に貸し付ける。なお、貸付額は年次計画で一般会
計から基金に全額返済する。

新潟県
財務省

経済産業省

0720050

補助を受けて整
備した施設の転
用の弾力的運
用について

補助金等に
係る予算の
執行の適正
化に関する
法律第22
条、同施行
令第13条、
第14条

補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定
める財産（不動産等）は、各省各庁の長の承認を受けず
に補助金等の交付目的に反して使用、譲渡、交換し、貸し
付け等をすることはできない。ただし、補助金等の全部に
相当する金額を国庫納付した場合及び各省各庁の長が
定める期間を経過した場合は、この限りではない。

D

補助金等により取得した財産の補助目的外への転用については、政令で
定める解除要件に該当する場合のほか、各省各庁の長の承認があれば
可能であることから現行法令において対応可能である。
なお、財務省は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を所
管しているが、個別の補助金等については、法律上、各省各庁の長の権
限により運用が行われているところである。

D D
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補助を受けて整備した施設（社会福祉
施設・保健衛生施設等）を民間や自治
会、NPO法人等の地域活動団体に対し
ても無償譲渡を可能にする。

　氷上郡6町が合併して誕生した丹波市は各町にお
いて、国県の補助を活用した施設が相当数存在し、
市として有効活用を図る上で、活用方策を見直すと
ともに行革の観点でも整理統廃合が重要な課題と
なっている。
　市が提唱する心の合併の具現化のためにも、市内
各地域の特性を活かせるよう、地域で活用されてい
る公園やコミュニティ施設等を地域活動団体や民間
に無償譲渡する。丹波市独自の「地域づくり交付金」
の活用により、地域の活動拠点として自由な発想で
の活用により、地域の活性化につなげようとするも
のである。

丹波市
財務省

厚生労働省

0720060

下水道補助対
象施設の上部
利用や施設壁
面等への広告
利用等における
目的外使用承
認の柔軟化

補助金等に
係る予算の
執行の適正
化に関する
法律第22
条、同施行
令第13条、
第14条

補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定
める財産（不動産等）は、各省各庁の長の承認を受けず
に補助金等の交付目的に反して使用、譲渡、交換し、貸し
付け等をすることはできない。ただし、補助金等の全部に
相当する金額を国庫納付した場合及び各省各庁の長が
定める期間を経過した場合は、この限りではない。

D

補助金等により取得した財産の補助目的外への転用については、政令で
定める解除要件に該当する場合のほか、各省各庁の長の承認があれば
可能であることから現行法令において対応可能である。
なお、財務省は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を所
管しているが、個別の補助金等については、法律上、各省各庁の長の権
限により運用が行われているところである。

D D

1
1
0
1
0
1
0

　下水道施設の上部利用や施設壁面
等への広告利用等を民間事業者の収
益事業を誘導することが可能となるよう
規制を緩和し、一定条件のもとにおけ
る私権の設定が可能となるよう措置さ
れるとともに、それにより生じた利益を
下水道事業会計の収入とすることで収
支改善を図る。

　下水道施設の上部空間の利用方法について企業
募集を行い、審査のうえ決定した企業に貸与して収
益事業等（スポーツ施設・駐車場・コンビニ等）を行っ
ていただく。また、壁面・塀等を広告スペースとして
企業に広告（看板等）を設置していただく。
　上記により、当該事業者から徴収した上部等の使
用料を本市下水道事業の収益とし、下水道事業会
計の収支改善を図る。

大阪市
財務省

国土交通省

0720070
過疎地遊休施
設自由転用制
度

補助金等に
係る予算の
執行の適正
化に関する
法律第22
条、同施行
令第13条、
第14条

補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定
める財産（不動産等）は、各省各庁の長の承認を受けず
に補助金等の交付目的に反して使用、譲渡、交換し、貸し
付け等をすることはできない。ただし、補助金等の全部に
相当する金額を国庫納付した場合及び各省各庁の長が
定める期間を経過した場合は、この限りではない。

D

補助金等により取得した財産の補助目的外への転用については、政令で
定める解除要件に該当する場合のほか、各省各庁の長の承認があれば
可能であることから現行法令において対応可能である。
なお、財務省は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を所
管しているが、個別の補助金等については、法律上、各省各庁の長の権
限により運用が行われているところである。

D D

1
1
1
9
0
1
0

補助金等で建設された地方自治体の
遊休施設等の利用制限等を撤廃し、利
用を促進する。①現実的に未利用で低
生産性の公営住宅・元学校等を貸別
荘・ベンチャー・ＮＰＯ等への貸与等で
高度有効利用する。過疎地では細かい
条件を満たすような利用者は存在しな
いに等しく、例えば人口５００の大川村
では、人口換算で１割程度以上の公営
住宅が遊休している。一方都会には田
舎暮らしをしたかったり、事務所の位置
などに制限されないベンチャーやＮＰＯ
が存在する。彼らを一泊以上の体験宿
泊、貸別荘、貸事務所等に貸し出す。
②規制の撤廃

①交流人口の増加による経済効果、異文化の流入
よる活性化、将来の定住見込み者の囲い込み、家
賃収入（庭付き一戸建て住宅を、貸別荘にすれば３
泊程度で１ヶ月分の正規家賃収入が得られる）によ
る自治体の財政の改善、地元企業への刺激、空き
家所有者への賃貸モデルのの視覚化
③規制によりがんじがらめで人材不足の新たな発想
への意欲さえ起きないような超高齢化過疎地域、

（個人）と地
域の未来を
創る会、株
式会社くじ
ら、有限会社
オダタ、有限
会社四万十
くじら、個人

財務省
文部科学省
国土交通省

1　/　3



07 財務省 非予算（特区・地域再生再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を
実現するために
必要な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
再見直

し

「措置
の内
容」の
再見直

し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提
案
事
項

管
理
番
号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0720080

環境優先の新
生都市住宅地
まちづくりモデ
ル事業
（「ご近所パ
ワー」による政
府未使用地利
用開発「ご近所
さん事業構想」）

・会計法第２
９条の３
・国有財産
法施行令第
１６条の７第
1号
・「一般競争
入札等の取
扱いについ
て」通達（平
成３年９月３
０日　蔵理
第３６０３
号）

未利用国有地の処理に当たっては、一般競争入札を原則
としている。なお、入札においては、用途指定等の条件を
付していない。
（参考）練馬区所在の売却対象である未利用国有地は６
件、平均約３８０㎡である。
（修正理由）　財務省ＨＰで公開している「国有宅地の売却
情報」の情報に置き換えるため。

Ｃ

②　国有財産は国民共有の財産であることから、未利用国有地を民間へ
入札処分する場合には、民間における経済活動のために十分に活用され
ることが望ましいと考える。ご提案のように未利用国有地を練馬区民を対
象に駐車場や緑地の用途に限定して入札処分することは、民間における
未利用国有地の多様な有効活用の機会を制限するものであることから、
適当ではない。
④　国有財産は国民共有の財産であることから、未利用国有地を民間へ
入札処分する場合には、広く国民に公平に処分することが適当であると考
える。ご提案のように未利用国有地を①近隣住民②周辺住民③区民④一
般住民の区分に従って取得の優先順位を定めて入札処分することは、民
間のうち特定の者に優先的に処分することとなり、処分の公平性が損な
われることから、適当ではない。

（注）「措置の具体的内容」の①、③は国土交通省において対応。

右提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答さ
れたい。

②まちの景観はそこに生活する人
の共有財産である。しかし、練馬区
内の国有地有効活用が明確でな
く、情報公開されていない未利用地
及び一軒家物納物件は問題提起
すらない。「ご近所パワー」を結集
し、安心・安全な元気なまちづくりを
行うことは、まちを活性化し良好な
まちの景観を形成する。④まちを愛
するのはそこに住まい生活する
人々である。まちの環境保全を行う
事は、そこで生活している人々の権
利であり、義務である。練馬区主導
の基、区民一人一人も協力して行
われることに対して、公平性が損な
われないと確信する。

Ｃ －

②　売却対象である全ての未利用国有地について個別財産情報を財務
省ＨＰ（国有財産情報公開システムの「国有宅地の売却情報」）等で公開
しているところである。また、権利付財産についても、借地人等の個人情
報の保護に配慮した上で、個別財産情報を財務省ＨＰ(国有財産情報公
開システムの「国有財産一件別情報」)で公開している。
　このように積極的な情報提供を行った上で、未利用国有地の売却に当
たっては、公共用利用優先の考え方を原則として、地方公共団体等から
の取得要望を一定期間受付けており、優先的に処分することとしている。
それらの要望のないものについて、一般競争入札による処分をすることと
しており、国有財産の公共的な利用に配慮した透明な手続きであると考え
ている。
　また、権利付財産については、権利者の生活や事業の基盤になってい
ることに配慮して、当該権利者に買受勧奨を行うことが適当と考えてい
る。
④　国有財産は国民共有の財産であることから、未利用国有地を民間へ
入札処分する場合には、広く国民に公平に処分することが適当であると考
える。ご提案のように未利用国有地を取得の優先順位を定めて入札処分
することは、民間のうち特定の者に優先的に処分することとなり、処分の
公平性が損なわれることから、適当ではない。

右提案主体の意見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

区では国有地を有効に活用し
ている経験が既にあります。し
かし予算3270億1040万円の区
財政です。単独事業を行おうと
する時、事業費不足で長期化
せざるを得ません。特区制度を
利用して「ご近所パワー」を結
集し環境優先の新生都市住宅
地まちづくりモデル事業に未利
用国有地を利用する為、何ら公
平性が損なわれるとは考えられ
ない。また、未利用国有地を将
来発生を危惧する災害等事態
を視野に入れつつ、平素は牧草
地的園地としての可変式自然
遊牧地として利用する形式が区
の住宅地域事情には必要であ
り合致しています。

Ｃ －

　未利用国有地の売却に当たっては、公共用利用優先の考え方を原則としており、地方公共団
体、公益法人等に対して売り払う場合に加え、街づくりや防災の観点から、都市計画法第４条
第１５項に規定する都市計画事業について同法第５９条の認可等を受けている事業者等に対し
て売払う場合等、未利用国有地が公共用に利用されることが確保される場合には、優先的に
処分しているところである。(予算決算及び会計令第９９条第２１号。具体的には、財務省ＨＰ
「国有財産」コーナーの「国有財産関係通達集」
[http://www.kokuyuzaisan.go.jp/KOKUYU/PC/tsutatsu/KYTMOKUJI.cfm?kind=T8]の「財務省
所管一般会計所属普通財産の管理及び処分を行う場合において指名競争に付し又は随意契
約によることについての財務大臣との包括協議について」及び「財務省及び国土交通省所管特
定国有財産整備特別会計所属普通財産の管理及び処分を行う場合において指名競争に付し
又は随意契約によることについての財務大臣との包括協議について」を参照。）
　したがって、例えば御提案の新生都市住宅地まちづくりモデル事業を都市計画事業として推
進していただく場合には、予算決算及び会計令第９９条第２１号に基づき、事業者に対して未利
用国有地を優先的に処分することが可能となるが、そうでない場合に、近隣住民に対して国有
地の優先的な処分を広く認めることは、処分の公平性が損なわれることから、適当ではない。

1
1
3
6
0
1
0

練馬区では政府未使用地等未利用地
が虫食い状態となっているが、地価が
高価格である為、区民個人の購買意欲
は減退しており、まちづくり・防災対策
への足枷となっている。措置として①土
地の権利を建ぺい率・容積率に分離②
土地：区民にＰＡや緑地専用用地として
売却③平面利用している土地の容積率
を空中権としてマンション等立替需要者
に売却④土地（政府未使用地等）は入
札を通じて優先順位を付け売却（近隣
住民・周辺住民・区民・区・一般）できる
ようにする。

練馬区は、「環境まちづくり事業本部の使命と取り組
み」や「経営方針」に基づき、環境への配慮を基点に
したまちづくりを組織的に推進するため「環境まちづ
くり事業本部」を平成17年4月に立ち上げた。「環境
清掃部」「都市整備部」「土木部」の３部、平成18年
度からは「まちづくり調整担当部」が加わっている。
当事業においては、都市部における狭小の虫食い
の代物弁済の土地、点在する物納物件を、ＰＡや緑
地等に利用し、まちづくり、まちの景観づくりの拠点
に、又、まちかどの防災の拠点等への利用を図り、
これらを有効に利用することを目的とする。練馬区と
供に、環境優先の新生都市住宅地まちづくりモデル
事業提案を行う。（別様参照）

すずしろ事
業協同組合

財務省
国土交通省

法務省

0720090

技術力のある
中小企業者に
対する受注機
会の拡大
（競争参加資格
制度の改善）

予決令第72
条第1項、第
73条、第102
条の3

一般競争入札の参加資格については、各省各庁の長が
定める　（予決令72条第1項）。
上記の資格を各省各庁の長が定めようとするときは、財
務大臣に協議しなければならないとされているが（第102
条の3）、参加資格を定めるのはあくまで各省各庁の長で
ある。
なお、予決令第73条が規定する各省各庁の長が付加的
に定める参加資格については、財務大臣の協議は必要と
されていない。

E -

  一般競争入札の参加資格については、各省各庁の長が定める（予決令
72条第1項）。
　上記の資格を各省各庁の長が定めようとするときは、財務大臣に協議し
なければならないとされているが（第102条の3）、参加資格を定めるのは
あくまで各省各庁の長である。
  なお、予決令第73条が規定する各省各庁の長が付加的に定める参加資
格については、財務大臣の協議は必要とされていない。

提案の内容は、統一資格
審査の基準を改善し、技
術力を適正に評価した競
争参加が行われるよう、
具体的な手法を盛り込ん
でほしいというもの。この
点を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

E -

　競争参加資格については、各省庁が定めることとなっている。
　いわゆる統一参加資格は、競争に参加しようとする者の負担軽減及び
行政事務の簡素化・効率化を図るため，物品の製造及び物品の販売等公
共事業を除く契約に係る競争参加資格について、各省庁の申し合わせに
より、客観的事項（販売等の実績、従業員の数、資本の額等）について統
一的な審査が行われているところである。
　他方、要望にあるような医療機器の製造など特殊な分野における調達
において、高度な技術力等を有している者を競争に参加させる必要があ
る場合には、各省庁において当該競争を適正かつ合理的に行うために必
要な範囲内で、統一参加資格に付加して技術力等を求めるための資格を
定めることとなる。

E -

1
1
6
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各省庁における物品の製造・販売に係
る競争契約への参加資格者は、企業
の年商などが評価要素の大半を占める
統一資格審査によって格付けされてい
る。この統一資格審査の基準を改善
し、精密機械や医療機器の製造など、
技術力が必要な分野については、その
技術力（特許の保有件数など）や海外
を含む製品の製造・販売実績等を判定
要素とする新たな区分を設ける。また、
「中小企業者に関する国等の契約の方
針」についても、技術力を適正に評価し
た競争参加が行われるよう、具体的な
手法を方針に盛り込む。

 統一資格審査において、企業の技術力を評価・格
付けする新たな区分を設けることにより、年商など企
業総体の格付けだけでなく、個々の製品の技術力を
生かした適正な競争を行うことが可能となる。また、
医療機器の製造など、高度な技術力を要する分野
の競争参加では、適正な競争を担保するため、仕様
書の内容を審査する審査会等の設置を規定する。さ
らに、「中小企業者に関する国等の契約の方針」とし
て閣議決定されている中小企業の受注機会の増大
のための措置についても、大企業と中小企業が技術
力で適正な競争ができるよう、理念ではなく具体的
な手法を持って示すことが必要である。

三鷹市

財務省
文部科学省
厚生労働省
経済産業省

0720100
酒類製造免許
の要件緩和

酒税法第7
条第2項

酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の種
類別に、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を
受けなければならない。酒類の製造免許は、一年間の酒
類の製造見込数量が次に掲げる数量に達しない場合に
は、受けることができない。
  一 　清酒　六十キロリットル
  二 　合成清酒　六十キロリットル
  三 　連続式蒸留しようちゆう　六十キロリットル
  四 　単式蒸留しようちゆう　十キロリットル
  五 　みりん　十キロリットル
  六 　ビール　六十キロリットル
  七 　果実酒　六キロリットル
  八 　甘味果実酒　六キロリットル
  九 　ウイスキー　六キロリットル
  十 　ブランデー　六キロリットル
  十一 　原料用アルコール　六キロリットル
  十二 　発泡酒　六キロリットル
  十三 　その他の醸造酒　六キロリットル
  十四 　スピリッツ　六キロリットル
  十五 　リキュール　六キロリットル
  十六 　粉末酒　六キロリットル
  十七 　雑酒　六キロリットル

C

酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取れるか否かといっ
た観点から、製造コストを回収するのに必要な水準として設けられている
ものであり、この免許要件の特例を設ける場合には、採算が取れない小
規模製造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態の把握が
困難となることに伴う密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えか
ねないことから、対象酒類や適用対象者を限定して特例措置を講ずること
としたものである。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその性質
上、長期間の保存が困難であり、特区外で流通する可能性も低いと考え
られ、一方、ブランデーなどについては、既に各地で製造されており、製造
委託が可能であることや、保存や流通も容易であることなどから、対象酒
類は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することについては、現行法
上、特に制約はない。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが低減できるととも
に、宿泊代金等を通じてコストを回収することも容易であるなど、酒税の納
税に支障をきたすことは少ないのではないかと考えられたことや、農家民
宿等での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、地域の活性
化にも資すると考えられたことから、対象者は農家民宿等を併せ営む農業
者に限定されているものである。

提案者は濁酒の製造免
許と同程度の要件に加
え、製造した酒類につい
て事業区域内にて飲用に
のみ供することを考えて
おり、流通について制限
を加えることで、酒税制
度の根幹に影響を与えな
いように配慮している。右
提案主体の意見も踏ま
え、再度検討し回答され
たい。

本提案は、要件を①製造者は町内
農業者個人、原料は農業者自身が
生産した出荷規格外品の野菜・果
実のみ、②製造数量及び登録した
町内飲食業者による予定販売数量
を含む生産計画の提出と免許申請
時の予定納税が必要としていること
から、原料コストの低減化と適用対
象者の限定が可能であり酒税の保
全上問題はないと考える。また、ブ
ランデー製造に関しては、本提案が
製造委託ではなく、製造から販売
（町内飲用のみ）までを町内にて総
合的に行うことで、地域ブランドを
創出・定着させ、農業・観光による
地域全体の活性化を図ることが目
的のため、区域外への流通は問題
ないと考えられる。これらのことを考
慮され、再検討をお願いしたい。

C

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製
造が可能な場合に限って付与する必要があることから、酒類の製造事業
において採算が取れるか否かを判断するために最低製造数量基準を設
けているものである。
また、この最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対す
る回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹
に影響を与えかねないことから、対象酒類を限定して特例措置を講ずるこ
ととしたものである。
ブランデーなどについては、既に各地域で製造されており製造委託が可
能であること、保存や流通も容易であるため特区外に流通するおそれが
あることから、特例の対象とはしないこととしたものである。

貴省回答によると、「滞納の発生や密造
の横行など、酒税制度の根幹に影響を
与えかねない」とのことだが、「特定農業
者による濁酒の製造事業」において、滞
納の発生は評価委員会に報告されてお
らず、酒税制度の根幹に影響があると
一義的には断定できないと思われる。ま
た、「ブランデー（ワイン、リキュール）な
どについては、既に各地域で製造されて
おり製造委託が可能であること、保存や
流通も容易であるため特区外に流通す
るおそれがある」とのことだが、小規模
の製造委託を受託する製造業者は少な
く、また、提案者はグリーンツーリズム等
推進のため、特区内で生産・消費させる
ことを主としており、最低製造数量をクリ
アーできない小規模な製造を想定して
いるため、そもそも特区外に流通する可
能性は低く、濁酒の場合と何ら変わるも
のではないのではないか。右提案主体
の意見も踏まえ、再度検討し、回答され
たい。

本提案は、地域内での飲用の
みの供給、農業者による農閑期
を利用した自身の規格外品（野
菜・果実）の生産量にあわせた
製造を要件とすることで、製造
コストを抑えつつ事業区域内に
おいて総合的にブランデーの製
造から販売を行い、グリーン
ツーリズムも含めた観光客誘
致、農業経営安定化、製造協力
による国際交流の促進からの
地域全体の活性化を図ることを
目的とし、ブランデー商品その
ものの販売・流通促進のみを目
的としているものではない。そ
の目的と製造から販売までの
形態、税の保全の観点からの
全体計画提出、予定納税（精算
申告を含む）を要件としているこ
とを考慮され、再検討をお願い
したい。（補足資料有）

C

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製造が可能な場合に
限って付与する必要があることから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かを判断す
るために最低製造数量基準を設けているものである。
また、この最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対する回答で示したとお
り、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類
を限定して特例措置を講ずることとしたものである。
現に、「特定農業者による濁酒の製造事業」については、平成17年度下期の調査において、無
申告、過少申告や免許条件違反（無免許製造）等の発生が複数認められたほか、調査対象の
半数の者が適正に記帳が行われていないことが認められている。
また、濁酒製造が解禁されたとの特区制度の誤認から無免許製造を行っている事実が複数確
認されており、酒税制度の根幹に影響を与えるような弊害が生じているのも事実である。
さらに、濁酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流通する可能性も低いと考
えられることから濁酒に限り特例を認めたものであり、ワインやブランデーなどについては、濁
酒と異なり、保存が容易であるため、小規模な製造といえども特区外に流通するおそれは排除
できないことから、特例の対象とすることは認められない。
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ブランデーの酒類製造免許取得におい
て、酒税の保全の観点から一般に採算
が取れるか否かの判断基準となってい
る酒税法第７条第２項におけるブラン
デーの製造見込数量（最低製造数量基
準）六キロリットルを、事業地域内のみ
での販売を目的として農業者個人が自
身の生産した果実・野菜を使用してブラ
ンデーを製造、なお且つ免許申請の時
点で免許を受けた後一年間の生産計
画を提出し、その生産計画から算出さ
れる酒税額を予定納税することにより
撤廃し、酒類製造免許を受けることが
できるよう規制変更をお願いしたい。

遊佐町とハンガリー・ソルノク市が姉妹都市提携を
行っていることから、本町町民にとって馴染みの深い
ハンガリーの地酒であるパーリンカ（ブランデー：別
紙「パーリンカについて」参照）を、町内農業者個人
が、自身が生産した果実・野菜を使って製造し町内
ホテル、レストラン等にて飲用として供する。日本で
はまだ一般的ではないパーリンカを遊佐町のシンボ
ル的な商品として製造、町内にて販売することで、新
たな地域ブランドの確立と果実・野菜生産農家の経
営安定化・活性化、町内にて販売することによる観
光客誘致、更にはソルノク市との技術的交流をとお
した国際感覚に優れた人材の育成など、経済的・人
的両面からの地域活性化が進められる。

遊佐町 財務省

0720110
果実酒等の製
造免許に係る
要件緩和

酒税法第7
条第2項

酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の種
類別に、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を
受けなければならない。酒類の製造免許は、一年間の酒
類の製造見込数量が次に掲げる数量に達しない場合に
は、受けることができない。
　一 　清酒　六十キロリットル
  二 　合成清酒　六十キロリットル
  三 　連続式蒸留しようちゆう　六十キロリットル
  四 　単式蒸留しようちゆう　十キロリットル
  五 　みりん　十キロリットル
  六 　ビール　六十キロリットル
  七 　果実酒　六キロリットル
  八 　甘味果実酒　六キロリットル
  九 　ウイスキー　六キロリットル
  十 　ブランデー　六キロリットル
  十一 　原料用アルコール　六キロリットル
  十二 　発泡酒　六キロリットル
  十三 　その他の醸造酒　六キロリットル
  十四 　スピリッツ　六キロリットル
  十五 　リキュール　六キロリットル
  十六 　粉末酒　六キロリットル
  十七 　雑酒　六キロリットル

C

酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取れるか否かといっ
た観点から、製造コストを回収するのに必要な水準として設けられている
ものであり、この免許要件の特例を設ける場合には、採算が取れない小
規模製造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態の把握が
困難となることに伴う密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えか
ねないことから、対象酒類や適用対象者を限定して特例措置を講ずること
としたものである。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその性質
上、長期間の保存が困難であり、特区外で流通する可能性も低いと考え
られ、一方、果実酒などについては、既に各地で製造されており、製造委
託が可能であることや、保存や流通も容易であることなどから、対象酒類
は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することについては、現行法
上、特に制約はなく、ワインの製造委託に関しては、日本ワイナリー協会
において、受託可能な製造者の紹介を行う体制を整えているので、具体
的にご相談されたい。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが低減できるととも
に、宿泊代金等を通じてコストを回収することも容易であるなど、酒税の納
税に支障をきたすことは少ないのではないかと考えられたことや、農家民
宿等での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、地域の活性
化にも資すると考えられたことから、対象者は農家民宿等を併せ営む農業
者に限定されているものである。

濁酒の製造免許と同程
度の要件に加え、製造し
た酒類について事業区域
内にて飲用にのみ供する
ことで提案を実現できな
いか。右提案主体の意見
も踏まえ、再度検討し回
答されたい。

現在、沼隈地区の葡萄選果基準
は、他生産地と比較し高水準であ
るがゆえに、規格外の葡萄が多数
廃棄されている。この様な葡萄の有
効利用の推進。長期滞在観光者や
リピーターに果実酒の製造過程か
ら参加してもらい原則生産参加者
のみの消費量とする。この様な場
合であれば採算性に問題は無く、
又、税滞納の発生抑制と新規納税
に寄与出来る。よってグリーンツー
リズムによる地域再生と環境保全、
改善により持続可能な社会の構築
にも資すると考えられる。
また、福山市内には、蜜柑、杏子、
桃、クワイ、薔薇等の名物、特産品
を活用した果実酒やリキュールの
生産にも応用出来る。

C

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製
造が可能な場合に限って付与する必要があることから、酒類の製造事業
において採算が取れるか否かを判断するために最低製造数量基準を設
けているものである。
また、この最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対す
る回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹
に影響を与えかねないことから、対象酒類を限定して特例措置を講ずるこ
ととしたものである。
ワインなどについては、既に各地域で製造されており製造委託が可能で
あること、保存や流通も容易であるため特区外に流通するおそれがあるこ
とから、特例の対象とはしないこととしたものである。

貴省回答によると、「滞納の発生や密造
の横行など、酒税制度の根幹に影響を
与えかねない」とのことだが、「特定農業
者による濁酒の製造事業」において、滞
納の発生は評価委員会に報告されてお
らず、酒税制度の根幹に影響があると
一義的には断定できないと思われる。ま
た、「ブランデー（ワイン、リキュール）な
どについては、既に各地域で製造されて
おり製造委託が可能であること、保存や
流通も容易であるため特区外に流通す
るおそれがある」とのことだが、小規模
の製造委託を受託する製造業者は少な
く、また、提案者はグリーンツーリズム等
推進のため、特区内で生産・消費させる
ことを主としており、最低製造数量をクリ
アーできない小規模な製造を想定して
いるため、そもそも特区外に流通する可
能性は低く、濁酒の場合と何ら変わるも
のではないのではないか。右提案主体
の意見も踏まえ、再度検討し、回答され
たい。

原材料の葡萄は規格外品使用
によるコストダウンと観光客自ら
製造参加によるオンリーワンの
オリジナルワインに対して採算
性の問題は無く、特区内の保管
施設にて管理し、特区内の宿泊
施設、飲食店等にてグラスワイ
ンとして提供を受け、税を宿泊
及び飲食料金等に含めて徴収
する事により、特区以外での流
通と税の滞納を予防出来る。
又、長期滞在観光者やリピー
ターによってグリーンツーリズム
促進による地域再生と環境保
全、改善により持続可能な社会
の構築にも資すると考えられ
る。

C

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製造が可能な場合に
限って付与する必要があることから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かを判断す
るために最低製造数量基準を設けているものである。
また、この最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対する回答で示したとお
り、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類
を限定して特例措置を講ずることとしたものである。
現に、「特定農業者による濁酒の製造事業」については、平成17年度下期の調査において、無
申告、過少申告や免許条件違反（無免許製造）等の発生が複数認められたほか、調査対象の
半数の者が適正に記帳が行われていないことが認められている。
また、濁酒製造が解禁されたとの特区制度の誤認から無免許製造を行っている事実が複数確
認されており、酒税制度の根幹に影響を与えるような弊害が生じているのも事実である。
さらに、濁酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流通する可能性も低いと考
えられることから濁酒に限り特例を認めたものであり、ワインやブランデーなどについては、濁
酒と異なり、保存が容易であるため、小規模な製造といえども特区外に流通するおそれは排除
できないことから、特例の対象とすることは認められない。
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地域内で生産されるブドウなどを使用
し果実酒の製造ができれば、地域振興
に役立つものと考えるが、酒税法第７
条第２項により最低製造数量（６キロ
リットル）が決められており、免許の取
得が困難である。このため、この最低
製造数量の要件緩和を求める。

地域内で生産される農作物（ブドウ等）を使用し、地
域内の方が果実酒、保命酒、バラ酒、梅酒などを製
造する場合には、酒税法第７条第２項の最低製造数
量の要件を適用除外とする。このことにより、酒類製
造に関する新産業の創造が可能となり、地域の発展
に大きく貢献するものと考える。

個人 財務省

0720120

レモン酒類の製
造免許における
最低製造数量
の緩和

酒税法第7
条第2項

酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の種
類別に、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を
受けなければならない。酒類の製造免許は、一年間の酒
類の製造見込数量が次に掲げる数量に達しない場合に
は、受けることができない。
　一 　清酒　六十キロリットル
  二 　合成清酒　六十キロリットル
  三 　連続式蒸留しようちゆう　六十キロリットル
  四 　単式蒸留しようちゆう　十キロリットル
  五 　みりん　十キロリットル
  六 　ビール　六十キロリットル
  七 　果実酒　六キロリットル
  八 　甘味果実酒　六キロリットル
  九 　ウイスキー　六キロリットル
  十 　ブランデー　六キロリットル
  十一 　原料用アルコール　六キロリットル
  十二 　発泡酒　六キロリットル
  十三 　その他の醸造酒　六キロリットル
  十四 　スピリッツ　六キロリットル
  十五 　リキュール　六キロリットル
  十六 　粉末酒　六キロリットル
  十七 　雑酒　六キロリットル

C

酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取れるか否かといっ
た観点から、製造コストを回収するのに必要な水準として設けられている
ものであり、この免許要件の特例を設ける場合には、採算が取れない小
規模製造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態の把握が
困難となることに伴う密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えか
ねないことから、対象酒類や適用対象者を限定して特例措置を講ずること
としたものである。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその性質
上、長期間の保存が困難であり、特区外で流通する可能性も低いと考え
られ、一方、リキュールなどについては、既に各地で製造されており、製造
委託が可能であることや、保存や流通も容易であることなどから、対象酒
類は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することについては、現行法
上、特に制約はない。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが低減できるととも
に、宿泊代金等を通じてコストを回収することも容易であるなど、酒税の納
税に支障をきたすことは少ないのではないかと考えられたことや、農家民
宿等での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、地域の活性
化にも資すると考えられたことから、対象者は農家民宿等を併せ営む農業
者に限定されているものである。

濁酒の製造免許と同程
度の要件に加え、製造し
た酒類について事業区域
内にて飲用にのみ供する
ことで提案を実現できな
いか。再度検討し回答さ
れたい。

C

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製
造が可能な場合に限って付与する必要があることから、酒類の製造事業
において採算が取れるか否かを判断するために最低製造数量基準を設
けているものである。
また、この最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対す
る回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹
に影響を与えかねないことから、対象酒類を限定して特例措置を講ずるこ
ととしたものである。
リキュールなどについては、既に各地域で製造されており、保存や流通も
容易であるため、特区外に流通する可能性が高いことから、特例の対象と
はしないこととしたものである。

貴省回答によると、「滞納の発生や密造
の横行など、酒税制度の根幹に影響を
与えかねない」とのことだが、「特定農業
者による濁酒の製造事業」において、滞
納の発生は評価委員会に報告されてお
らず、酒税制度の根幹に影響があると
一義的には断定できないと思われる。ま
た、「ブランデー（ワイン、リキュール）な
どについては、既に各地域で製造されて
おり製造委託が可能であること、保存や
流通も容易であるため特区外に流通す
るおそれがある」とのことだが、小規模
の製造委託を受託する製造業者は少な
く、また、提案者はグリーンツーリズム等
推進のため、特区内で生産・消費させる
ことを主としており、最低製造数量をクリ
アーできない小規模な製造を想定して
いるため、そもそも特区外に流通する可
能性は低く、濁酒の場合と何ら変わるも
のではないのではないか。この点を踏ま
え再度検討し、回答されたい。

C

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製造が可能な場合に
限って付与する必要があることから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かを判断す
るために最低製造数量基準を設けているものである。
また、この最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対する回答で示したとお
り、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類
を限定して特例措置を講ずることとしたものである。
現に、「特定農業者による濁酒の製造事業」については、平成17年度下期の調査において、無
申告、過少申告や免許条件違反（無免許製造）等の発生が複数認められたほか、調査対象の
半数の者が適正に記帳が行われていないことが認められている。
また、濁酒製造が解禁されたとの特区制度の誤認から無免許製造を行っている事実が複数確
認されており、酒税制度の根幹に影響を与えるような弊害が生じているのも事実である。
さらに、濁酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流通する可能性も低いと考
えられることから濁酒に限り特例を認めたものであり、ワインやブランデーなどについては、濁
酒と異なり、保存が容易であるため、小規模な製造といえども特区外に流通するおそれは排除
できないことから、特例の対象とすることは認められない。
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酒造免許を得るためには酒税法上、年
間最低製造数量が６キロリットルと決め
られいますが、　　　１８０リットルに緩和
していただきたい。

尾道市瀬戸田町は、国産レモンの発祥の地、国内生
産の70％を占めている。そのうえ減農薬栽培にこだ
わっているため、その皮は廃棄することなく充分活用
できる。そこでその「皮」を利用して「レモン酒」を製
造、販売する。　　　　　製法は、国内産純米アルコー
ルと、北海道産甘藷糖を入れたタンクに、「レモンの
皮」を５,６ヶ月漬け込む。その後　　それを濾過し、７
２０ミリリットル瓶に詰め販売。　　　　　　　製造設備
は全て、島内（可能であればテーマパークのシトラス
パーク瀬戸田）に設置し、雇用の促進も図る。

社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会
連合会、株
式会社椿き
家

財務省

0720130

酒税法の、製
造・販売許可等
の規制及び要
件の緩和

酒税法第7
条第2項

酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の種
類別に、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を
受けなければならない。酒類の製造免許は、一年間の酒
類の製造見込数量が次に掲げる数量に達しない場合に
は、受けることができない。
　一 　清酒　六十キロリットル
  二 　合成清酒　六十キロリットル
  三 　連続式蒸留しようちゆう　六十キロリットル
  四 　単式蒸留しようちゆう　十キロリットル
  五 　みりん　十キロリットル
  六 　ビール　六十キロリットル
  七 　果実酒　六キロリットル
  八 　甘味果実酒　六キロリットル
  九 　ウイスキー　六キロリットル
  十 　ブランデー　六キロリットル
  十一 　原料用アルコール　六キロリットル
  十二 　発泡酒　六キロリットル
  十三 　その他の醸造酒　六キロリットル
  十四 　スピリッツ　六キロリットル
  十五 　リキュール　六キロリットル
  十六 　粉末酒　六キロリットル
  十七 　雑酒　六キロリットル

C

酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取れるか否かといっ
た観点から、製造コストを回収するのに必要な水準として設けられている
ものであり、この免許要件の特例を設ける場合には、採算が取れない小
規模製造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態の把握が
困難となることに伴う密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えか
ねないことから、対象酒類や適用対象者を限定して特例措置を講ずること
としたものである。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその性質
上、長期間の保存が困難であり、特区外で流通する可能性も低いと考え
られ、一方、果実酒などについては、すでに各地で製造されており、製造
委託が可能であることや、保存や流通も容易であることなどから、対象酒
類は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することについては、現行法
上、特に制約はなく、ワインの製造委託に関しては、日本ワイナリー協会
において、受託可能な製造者の紹介を行う体制を整えているので、具体
的にご相談されたい。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが低減できるととも
に、宿泊代金等を通じてコストを回収することも容易であるなど、酒税の納
税に支障をきたすことは少ないのではないかと考えられたことや、農家民
宿等での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、地域の活性
化にも資すると考えられたことから、対象者は農家民宿等を併せ営む農業
者に限定されているものである。

右提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答さ
れたい。

　酒造会社の施設を利用して製造
するため、委託醸造に比べ、大幅な
コストの軽減が図れること。使用す
る梨についても、市場では販売でき
ないB級品を農業者から提供しても
らう予定であり、原材料コストも軽
減できるほか、生産者にとっても販
売できない梨が利用されることによ
り収入増加となり、生産意欲の向上
も図れるほか、収穫時期以外にも
明和のおいしい梨をＰＲできること
による集客増・販売増、他の農産物
への波及効果による地域の活性化
も図れる等、濁酒製造免許の要件
と大差はない効果が得られると思
われる。　　　　　　（別記有）

C

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製
造が可能な場合に限って付与する必要があることから、酒類の製造事業
において採算が取れるか否かを判断するために最低製造数量基準を設
けているものである。
また、この最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対す
る回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹
に影響を与えかねないことから、対象酒類を限定して特例措置を講ずるこ
ととしたものである。
ワインなどについては、既に各地域で製造されており、保存や流通も容易
であるため、特区外に流通する可能性が高いことから、特例の対象とはし
ないこととしたものである。

貴省回答によると、「滞納の発生や密造
の横行など、酒税制度の根幹に影響を
与えかねない」とのことだが、「特定農業
者による濁酒の製造事業」において、滞
納の発生は評価委員会に報告されてお
らず、酒税制度の根幹に影響があると
一義的には断定できないと思われる。ま
た、「ブランデー（ワイン、リキュール）な
どについては、既に各地域で製造されて
おり製造委託が可能であること、保存や
流通も容易であるため特区外に流通す
るおそれがある」とのことだが、小規模
の製造委託を受託する製造業者は少な
く、また、提案者はグリーンツーリズム等
推進のため、特区内で生産・消費させる
ことを主としており、最低製造数量をクリ
アーできない小規模な製造を想定して
いるため、そもそも特区外に流通する可
能性は低く、濁酒の場合と何ら変わるも
のではないのではないか。右提案主体
の意見も踏まえ、再度検討し、回答され
たい。

　本事業はあくまで地域振興・
農業生産者の意欲向上、・PR
効果による集客増が目的であ
り、量産は行えないため、懸念
されるような大きな流通はない
と思われる。
また、遠方での委託製造となる
と、Ｂ級品の利用が目的のた
め、梨の量・鮮度の保持が難し
いうえコストがかかりすぎてしま
う。
町が事業を起こすが、梨生産者
団体等への経営移譲も考えて
いる。(別様有）

C

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製造が可能な場合に
限って付与する必要があることから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かを判断す
るために最低製造数量基準を設けているものである。
また、この最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対する回答で示したとお
り、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類
を限定して特例措置を講ずることとしたものである。
現に、「特定農業者による濁酒の製造事業」については、平成17年度下期の調査において、無
申告、過少申告や免許条件違反（無免許製造）等の発生が複数認められたほか、調査対象の
半数の者が適正に記帳が行われていないことが認められている。
また、濁酒製造が解禁されたとの特区制度の誤認から無免許製造を行っている事実が複数確
認されており、酒税制度の根幹に影響を与えるような弊害が生じているのも事実である。
さらに、濁酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流通する可能性も低いと考
えられることから濁酒に限り特例を認めたものであり、ワインやブランデーなどについては、濁
酒と異なり、保存が容易であるため、小規模な製造といえども特区外に流通するおそれは排除
できないことから、特例の対象とすることは認められない。
　なお、ワインの製造委託に関しては、日本ワイナリー協会において、受託可能な製造者の紹
介を行う体制を整えているので、具体的にご相談されたい。
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・酒税法第７条第２項　一年間の製造
見込数量
「特定の地域内(明和町）で生産する梨
を使用してワインを製造する場合には、
上記を規定の適用除外とする」
・酒税法第９条第１項　通信販売等を含
む販売許可取得要件
「同じく特定の地域内(明和町）で生産
する梨を使用して製造されたワインの
販売に関しては、上記を規定の適用除
外とする」

・町内にある酒造会社の工場跡地を利用し、町の特
産品である梨でワイン醸造を行い、町の新たな特産
物を作り、梨生産者の生産意欲の向上と、農地の保
全を図る。
・町内店舗での販売のほか、町のイベントや農産物
直売所等で販売するほか、通信販売も取り入れ、明
和の梨を県内外へのPRし、地域の活性化につなげ
る。
・本事業により明和の梨の更なる販路拡大と消費量
の増可を図るほか、新たな農家の生産への参入及
びそれに伴う遊休農地の解消を図る。

明和町 財務省

0720140

飲食店における
一般酒類小売
業免許付与の
場所要件の緩
和

酒税法及び
酒類行政関
係法令等解
釈通達
第２編　酒
税法関係
第10条第9
号関係

酒類の販売業免許については、申請販売場が、製造場、
販売場、酒場、料理店等と同一の場所である場合には、
酒税法10条９号（場所的要件）に該当するものとして取り
扱うこととしている。

D -
飲食店が酒販店を兼業する場合について、従業員の飲食業と酒類小売
業の兼務を禁止するような規制はおいていない。

貴省回答では規制はお
いてないとのことだが、同
一の営業主体であれば、
飲食業と小売業を並業
し、帳簿の管理を明確に
分けることで、従業員を
兼務させることは現行制
度上可能であると解して
よいか、右提案主体の意
見も踏まえ、回答された
い。

酒税法１０条９号における場所要件
には、場所の区分け、専門の従業
員、帳簿の区別があるが、飲食店
の中にコンビニコーナーを置くのは
時代の趨勢であり、従業員は兼務
でも構わないのではないか？実際
にコンビニ店では酒類販売は一般
小売と同じ販売員が従事している。

D -

酒税法第10条第９号に関し、酒販店が料飲店等と同一の場所であるとき
は、販売するための酒類と飲用に供する酒類との区分が不明確となるお
それがあるため、「取締り上不適当と認められる場所」に該当するものとし
て取り扱っている。
ただし、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合において、卸
売業、小売業及び免許を要さない料飲店等に区別している現行の免許制
度の趣旨等を踏まえ、支障がないと認められる場合には、従業員が飲食
業と酒類小売業を兼務する場合であっても、免許を受けることは可能であ
る。

「支障がないと認められる場合」とは、具
体的にどのような場合か。再度回答され
たい。

D -

同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店部分については酒類販売業免許
を取得する必要はないが、酒販店部分に関しては免許が必要となる。この場合、飲食店で提供
される飲用の酒類と酒販店で販売される酒販用の酒類が、仕入れ先等を含め混同されること
がないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の
仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必
要がある。
具体的には税務署において個々の申請内容を審査し、総合的に判断することとなるが、同一の
営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合において、従業員が飲食業と酒類小売業を兼務し
ている事実のみを理由として免許を付与しないということはない。
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近年、飲食店では飲食サービスに加
え、ソフトドリンクなどのコンビニコー
ナー（小売業）を並業している。しかし、
同じ冷蔵陳列棚で酒類販売の表示をし
ても酒類の小売業の免許を得るには飲
食業とは別にｺﾝﾋﾞﾆｺｰﾅｰ専住の勤務
員を配置しなければならない。時代は
進み、飲食と物販は兼業化という趨勢
にあわせて、帳簿は別、勤務員は飲食
業と小売業の兼務は可というように場
所要件を緩和してほしい。

近年、飲食店では飲食サービスに加え、ソフトドリン
クなどのコンビニコーナー（小売業）を並業している。
しかし、同じ冷蔵陳列棚で酒類販売の表示をしても
酒類の小売業の免許を得るには飲食業とは別にｺﾝ
ﾋﾞﾆｺｰﾅｰ専住の勤務員を配置しなければならない。
時代は進み、飲食と物販は兼業化という趨勢にあわ
せて、帳簿は別、勤務員は飲食業と小売業の兼務
は可というように場所要件を緩和してほしい。

社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会
連合会

財務省
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07 財務省 非予算（特区・地域再生再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を
実現するために
必要な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
再見直
し

「措置
の内
容」の
再見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提
案
事
項

管
理
番
号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0720150
限定酒類卸売
業免許の創設

酒税法及び
酒類行政関
係法令等解
釈通達
第２編　酒
税法関係
第９条第１
項関係の
８、第10条
第10号関係
の６、第10
条第11号関
係の５

酒類の卸売業免許については、人的要件、場所的要件、
経営基礎要件及び需給調整要件を満たす場合に付与す
ることとしている。

C -

酒類製造者はその製造免許を受けた製造場において製造した酒類を卸
売する場合には、新たに卸売業免許を取得する必要はなく、開発を行った
者が酒類製造者である場合には、自ら酒類小売販売場に対して販売する
ことは現行の規定上可能である。
開発を行った者又は開発を依頼した者が酒類製造者でない場合には、酒
類を卸売するに当たって酒類卸売業免許を取得する必要があるが、酒類
卸売業免許は、酒税法第10条に基づく人的要件、場所的要件、経営基礎
要件及び需給調整要件を満たす場合に付与することとしており、地域の
特産物を使用して新しく開発した酒類の販売を例外的に扱うことはその考
え方に馴染まない。なお、この場合にも開発を依頼された酒類製造者にお
いて酒類小売販売場に直接卸売するときは、依頼元において酒類卸売業
免許を取得する必要はない。（前段はＤ分類、後段はＣ分類）

右提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答さ
れたい。

蛋白質の多い大豆は焼酎の原料に
不向きと考えられ、ほとんど流通し
ていないが、遊休農地縮減の切り
札として大豆栽培拡大を目指してき
た当町は、粒が不揃いでも活用で
きることに着目し、大豆焼酎を開発
した。よって、主原料である大豆は
町内産に限定され、その生産量も
限られることから、現行免許交付要
件、特に需給調整要件（新規全酒
類卸売業者が生存可能な量を求め
ているようだ。）には元々馴染むも
のでなく、回答後段の措置を求め
提案した次第である。さて、本町
は、原料生産者、焼酎製造者、小
売業者の総合調整役を担うには、
商品や代金のやり取りの際に卸売
業免許が不可欠と考えたが、現行
法上他の手法があるか再度お尋ね
する。

D -

お尋ねの原料生産者と焼酎製造者の間を調整等する行為については、酒
類販売業免許を取得する必要はない。
他方、焼酎製造者と小売業者の間を調整等し、商品や代金のやり取りを
行う行為については、取引形態によっては、酒類卸売業免許または酒類
販売媒介業免許が必要となる場合があることから、個別・具体的に税務署
へ相談されたい。
なお、酒類開発の依頼先である酒類製造者が酒類小売販売場に直接卸
売する場合には、依頼元が酒類卸売業免許を取得する必要はない。

D -

1
0
2
4
0
1
0

全酒類卸売業免許を取得する際の要
件を緩和した限定酒類卸売業免許を創
設する。これは、酒類の卸売業を営もう
とする者のうち、特に地域の特産物を
使用して新しい酒類の開発を行った者
又は既存の製造業者等に開発を依頼
した者がその開発した酒類のみの卸売
を行う場合に、取り扱う酒類を限定して
卸売業免許を付与するものである。取
扱い酒類を限定することから、当然に
年平均販売見込数量及び需給調整要
件は必要ないものと考える。また経験
年数については（酒類小売業免許と同
様に）国税庁指定の講習の受講に替え
ることができるものとする。

当町が開発した（当町の基幹作物の一つである）大
豆を使用した酒類について、当町自身が町内の零
細小売店に対して卸売を行い、そこで特産品として
小売して頂く。このことで、小売店の売り上げ向上を
図ると同時に、投下した特産品開発コストの回収を
可能とする。また都市部の方に町に訪れて頂き、特
産品酒類を買って頂くことで、都市部との交流の拡
大につなげる。

鳩山町 財務省

0720160

免税店（保税蔵
置場）の空港施
設外への設置
許可 　(国際観
光振興）

関税法第４
３条、関税
法基本通達
４３-１

外国貨物を積卸し、運搬、蔵置しようとする場合には、そ
の場所について、保税蔵置場の許可を受けなければなら
ない。

Ｄ -

　出国者へ外国貨物を販売するため空港外に免税店を設置することにつ
いて、販売される外国貨物が空港内の保税蔵置場の許可を受けた引渡し
場所において購入者である出国者に確実に引き渡され、販売された外国
貨物が国内へ流入する恐れがない事を前提に、空港外に保税蔵置場の
許可を受け免税店を設置することは現行制度上可能である。

貴省の回答によると、空
港内の商品引き渡し場所
と、空港外の免税品販売
所の２カ所について保税
蔵置場の許可が必要とな
るが、その他に免税販売
を実施するために必要と
なる関税法上の手続きが
あるか、回答されたい。

Ｄ -

　空港外の免税品販売所において販売した物品（現物）を空港内の商品
引渡し施設まで運送する場合は、当該物品について税関長に保税運送の
申告をし、承認を受ける必要がある。
　ただし、空港外の免税品販売所において販売した物品と同じ物品の代
替品を空港内の商品引渡し施設において購入者に引渡すのであれば、保
税運送手続は必要ない。
　いずれにしても、本提案について現行制度上可能である。

Ｄ -

1
0
8
0
0
2
0

空港内においてのみ認められている免
税店(保税蔵置場）を空港外に設置でき
るようにし、購入した商品を空港内で受
け取る事により免税を適用する。

免税店を空港施設外に設置することにより、千葉県
の商業・観光収入の増進を図る事を目的とする。現
在免税店は空港旅客ターミナルにのみ設置が認め
られており空港外への設置は沖縄振興特別措置法
のある沖縄にしか認められていない。空港外の免税
店では航空券の提示により商品を購入する事により
空港まで保税運送され、商品を引き渡す事により免
税を適用できる。免税店が空港施設外に設置される
ことにより千葉県での滞在時間・日数の増加につな
がり、オプショナルツアー等を企画することができ、
千葉県の観光資源を最大限に活用できるようにな
る。

社団法人日
本青年会議
所　関東地
区千葉ブ
ロック協議会

財務省

0720171
保税加工ソー
セージ特区の創
設

（１及び２）
関税法第５
６条、関税
法基本通達
５６-１

（１及び２）
外国貨物についての加工又はこれを原料とする製造をす
る場合には、その場所について保税工場の許可を受けな
ければならない。

１及び２
Ｄ

-

１及び２について
　保税工場とは、外国貨物について関税及び内国消費税の課税を留保し
たまま、これを加工し又は原料として製造することができる場所であり、当
該保税工場において製造された製品は、海外へ積み戻すこと又は国内へ
引き取ることが可能である。
　従って、保税工場において、外国貨物である豚肉を原料としてポーク
ソーセージを製造し、これを国内へ引き取ることは可能である。

１及び２
Ｄ

-
１及び２
Ｄ

-

1
1
2
1
0
1
0

保税加工工場より国内へポークソー
セージ製品の見なし輸出を可能に。併
せてこの行為に対して、海外輸入ポー
クソーセージ同様の定率関税１０％に
て国内流通を可能にする。

１．保税加工工場の認可（国内へのみなし輸出目的
許可）
２．保税加工ポークソーセージの国内へのみなし輸
出
３．生産ソーセージは海外製品同様の１０％定率関
税にて販売することが出来る

株式会社
九食

財務省

0720172
保税加工ソー
セージ特区の創
設

（３）
関税法第４
条第１項第
２号

（３）
保税工場において製造された製品を国内に引き取る場合
には、当該製品の原料である外国貨物を課税物件として
関税が課される。

３
Ｃ

-

３について
　保税工場において製造された製品を国内に引き取る場合に製品を課税
物件として課税することにより低い関税率の適用を受けたいとの要望であ
れば、構造改革特区においては税の減免等従来型の財政措置は用いな
いこととされているため、構造改革特区の措置の対象とはならない。

３
Ｃ

-
３
Ｃ

-

1
1
2
1
0
1
0

保税加工工場より国内へポークソー
セージ製品の見なし輸出を可能に。併
せてこの行為に対して、海外輸入ポー
クソーセージ同様の定率関税１０％に
て国内流通を可能にする。

１．保税加工工場の認可（国内へのみなし輸出目的
許可）
２．保税加工ポークソーセージの国内へのみなし輸
出
３．生産ソーセージは海外製品同様の１０％定率関
税にて販売することが出来る

株式会社
九食

財務省

0720180

バイオエタノー
ルを利用した自
動車燃料製造
にかかる未納
税移出手続き
の簡素化

揮発油税法
第10条第1
項、第14条
第1項、第2
項、第7項、
地方道路税
法第6条第1
項、第7条第
1項

揮発油を製造場から移出する者は、その移出する揮発油
全量に対して揮発油税の納税義務を負う。ただし、揮発油
の製造者が新たな揮発油の原料とするための揮発油をそ
の新たな揮発油の製造場に移出する場合には、揮発油を
製造場から移出する者が一定の手続を行うことを要件とし
て、例外的にその移出の段階での課税を免除している（未
納税移出免税制度）。

Ｃ

　現行の未納税移出制度においては、税の保全上、免税とする揮発油を
特定する必要があること等から元売業者及びＥ３製造者双方に必要最低
限の手続をお願いしている。具体的には「揮発油税未納税移出揮発油移
入通知兼移入届出書兼移入届出書兼移入証明」１枚のみを作成していた
だくことになっており、手続きが複雑であるわけではない。
　エコ燃料推進会議（環境省地球環境局に設置）においても「Ｅ３導入拡大
のためには、未納税移出手続の活用を図っていくことが重要である」と指
摘されており、今後は所管省庁の指導の下、スムーズな未納税移出手続
きが行われるものと期待される。

右提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答さ
れたい。

現状は、石油連盟がETBE導入を方
針として出しており、元売りからは
未納税移出手続きについて理解が
得られないために大半のものは手
続きが行われていない。所管省庁
においては、今後未納税移出手続
きが適正に行われない場合にどの
ような措置が講じられるのかを明確
に示していただきたい。

Ｃ

　ご意見によると、問題点は、石油連盟がＥＴＢＴ導入を方針としているた
め、元売業者からの未納税移出が、Ｅ３製造者の求めに応じて行われな
いとのことであり、税制の問題というよりも、当事者間の問題、及び今後ど
のようなエネルギーを推進していくのかといったエネルギー政策に係る問
題であると思われる。
　税制に係る部分においては、未納税移出にあたっての必要最低限の手
続をお願いしているところであり、手続きが複雑でないことについては、ご
理解いただいているものと考えており、財務省として制度の変更をはじめ
新たな措置の創設は考えていない。
　税制以外に係る部分においては、財務省が元売業者を含む石油業界、
及びＥＴＢＴやＥ３などの今後のエネルギー政策についての主務官庁でな
いことをご理解いただきたい。

右提案主体の意見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

二重課税回避のために未納税
移出手続きが整備されており、
手続きが複雑でないことについ
ては承知している。しかし、手続
きが必要最小限で良いにもか
かわらず、未納税移出手続きの
大半が利用されていないのが
現状である。法における手続き
の本来の趣旨である二重課税
の回避を実現するための仕組
みとして、現在提案している登
録制度を特区により認めていた
だきたい。

Ｃ

　ご意見のように必要最小限の手続きであるにも関わらず未納税手続が行われないということ
は、前回解答させていただいたように、税制の問題というよりも、当事者間の問題、及び今後ど
のようなエネルギーを推進していくのかといったエネルギー政策に係る問題であると思われる。
　税制においては、必要最低限の手続きによる未納税移出制度を用意していることについては
ご理解いただいているところであり、現行の制度を利用していただくようお願いするとともに、現
行の制度が活用されるよう、元売業者やエネルギー政策についての所管省庁等と協議された
い。

1
1
6
1
0
1
0

バイオ燃料を製造する事業者に対して
登録制度を導入、登録された事業者に
対して揮発油（ガソリン）を移出する場
合は、未納税移出手続きがあったもの
とみなし手続きを省略する。

　登録制度を導入し揮発油の未納税移出手続きを
省略することにより、未納税移出の適正利用、バイ
オ燃料の利用促進を図る。
　具体的には、①バイオ燃料を製造する事業者はあ
らかじめ、プラント能力、年間のガソリン使用料（概
算）、バイオ燃料製造量（概算）等を明確にし、登録
を行う。②ガソリン製造者（元売り）は、揮発油（ガソ
リン）を登録事業者（バイオ燃料製造者）に対して未
納税移出する（登録事業者が交付する受領書等を
未納税移出手続きの書類とみなす）。③バイオ燃料
製造者は揮発油（バイオ燃料）を移出した際に課税
を受ける。というフローになる。（別葉あり）

北九州市 財務省
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